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第１２回選挙管理委員会 会次第

                                 令和４年９月１日(木)

                           午後４時～

１．付議事項について

(1) 公職選挙法第２２条第１項の規定による選挙人名簿の定時登録及び同法施行令第２２条第１項の

規定による選挙人の数の県選挙管理委員会への報告について

   

   公職選挙法第２２条第 1 項の規定により、９月１日における選挙人名簿の定時登録を行うととも

に、同法施行令第２２条第１項の規定により、選挙人の数を県選挙管理委員会へ報告するものです。

（名簿登録者数）    （男）       （女）

令和 4 年 9 月 1 日   ４９６，９８４人  ２２６，６５２人  ２７０，３３２人

令和 4 年 6 月 1 日   ４９７，８８８人  ２２７，１６２人  ２７０，７２６人

   増  減       △９０４人     △５１０人    △３９４人

(2) 住民の直接請求に連署を要する数の告示について

地方自治法

   第７４条第１項（条例の制定，改廃の請求） ５０分の１の数  ９，９４０人

   第７５条第１項（事務監査の請求）            496,984×1/50＝9,939.68  

                                                             ≒9,940   

   第７６条第１項（議会の解散の請求）           

   第８０条第１項（議員の解職の請求）       40 万を超える数に 6 分の 1 を乗じた数と 40 万に 3 分の 1 を

   第８１条第１項（長の解職の請求）          乗じて得た数とを合算して得た数  １４９，４９８人

   第８６条第１項 (主要公務員の解職の請求)     (496,984-400,000)×1/6 +400,000×1/3

                                          ≒16,164+133,334

                                               ＝149,498

市町村の合併の特例等に関する法律

   第４条第１項   （合併協議会設置の請求） ５０分の１の数 ９，９４０人

   第５条第１項   （合併協議会設置の請求）

   第４条第１１項  （合併協議会設置協議について選挙人の投票の請求）  ６分の１の数  ８２，８３１人

   第５条第１５項  （合併協議会設置協議について選挙人の投票の請求）    496,984 ×1/6 ＝82,830.66

                                                              ≒82,831

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第８条第１項 （教育長等の解職の請求） 40 万を超える数に 6 分の 1 を乗じた数と 40 万に 3 分の 1 を

                                                                                    乗じて得た数とを合算して得た数  １４９，４９８人



2

(3) 公職選挙法第２８条第２号及び第３号の規定による選挙人名簿から抹消した者について

① 第２号（本市を転出後、４箇月を経過した者）

  抹消対象者   令和 4 年 4月 1 日から令和 4 年 4月 30 日までの表示者（転出者）

  抹消対象期間  令和 4 年 8月 2 日から令和 4 年 9月 1 日まで

    抹消対象者数  男 １，７６２人   女 １，４１４人   合計 ３，１７６人

  ② 第３号（在外選挙人名簿への登録の移転）

   抹消対象者   男１人（マダガスカルへの転出）  計 １人

(4) 公職選挙法第３０条の６の規定による在外選挙人名簿への登録及び同法第３０条の１１の規定に

よる在外選挙人名簿から抹消した者について

  公職選挙法第３０条の５第１項に基づく申請による有資格者３人（カナダ、トルコ、ドイツ）、

同条第４項の規定による国外転出者で、転出届出時に登録の移転の申請があった者１人（マダガスカ

ル）の計４人を登録します。

また、公職選挙法第３０条の１１の規定により、国内の市町村（鹿児島市２人、埼玉県朝霞市 1 人）

において新しく住民票が作成されてから４箇月を経過した者３人を抹消します。

   

       前回までの登録者   ２５５人

       今回の新規登録者    ４人

       今回の抹 消 者   △ ３人

          登録者総数   ２５６人

(5) 公職選挙法施行令第２３条の１６第１項において準用する同法施行令第２２条第１項の規定に

よる在外選挙人の数の県選挙管理委員会への報告について

   ９月１日現在の在外選挙人名簿登録者数を県選挙管理委員会へ報告するものです。なお、報告は、

県規程に基づき、衆議院議員小選挙区選挙における選挙区ごとに行います。

         （男）    （女）     （計）

   第１区   ７２人 １３９人    ２１１人

   第２区   １３人     ３２人     ４５人

   合 計   ８５人    １７１人    ２５６人 （６月比 △２人）
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(6) その他

  ① 全国選挙管理委員会連合会理事会・研修会について

   １１月９日（水）～１０日（木）に札幌市において開催予定であったこの会議については、新型

コロナウィルス感染拡大防止のため中止になりました。

  ② 令和４年度選挙啓発標語・川柳・薩摩狂句の募集について

   別紙のとおり、募集します。

   募集方法は、前回応募者へのお知らせの郵送、福祉館等市施設へのチラシ配布、市ＨＰ等により

行います。

   委員には、これまでどおり標語の審査をしていただきますが、１０月に応募作品をお示しした上

で、１１月の選挙管理委員会で受賞者の決定をお願いします。

曜 時　刻 摘　　要 出席者 場　所

１０月 ５日 水 16:00 委員会 全員 選管委員会室

１１月 １日 火 16:00 委員会 全員 選管委員会室

９日～
１１日

水～
金

全選連理事会・研修会 山野委員・事務局長 札幌市

１２月 １日 木 16:00 委員会（定時登録） 全員 選管委員会室

２．今後の委員会等の日程

月　日


